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（文教はぐくみ委員会資料） 
令 和 ５ 年 １ １ 月 
子ども若者はぐくみ局 

 
   京都市民間保育園等への人件費等補助金等及び園運営の実態に係る調査結果 

（令和４年度分）並びに今後の対応について 

 

 本市が民間保育園及び認定こども園（以下、「園」という。）を対象として交付する人件

費補助については、令和元年度分及び２年度分の調査で明らかとなった課題等を踏まえ、

持続可能な子育て支援制度を構築するため、令和４年度に京都市民間保育園等への人件費

等補助金（以下、「人件費等補助金」という。）をはじめとする新たな人件費補助制度へと

再構築いたしました。 

 今回、新たな人件費補助制度の初年度に当たる令和４年度分の状況及び園運営の実態に

ついて調査を行いましたので、その結果及び結果を踏まえた今後の対応について、御報告

いたします。 

 

１ 人件費等補助金等（令和４年度分）の状況（詳細は別紙１－１～別紙１－４参照） 

⑴ ＸＹＺの分布状況（※１） 

・ ２６６園中（※２）、３職種（保育士等、調理師等、事務員等）全体では、Ｘ園が

５７園（約２２％）、Ｙ園が１０２園（約３８％）、Ｚ園が１０７園（約４０％）。 

・ 職種別では、保育士等はＸ園が１００園（約３８％）、Ｙ園が９７園（約３６％）、

Ｚ園が６９園（約２６％）。調理師等はＸ園が４１園（約１６％）、Ｙ園が７７園（約

２９％）、Ｚ園が１４８園（約５６％）。事務員等はＸ園が５２園（約２０％）、Ｙ園

が７３園（約２７％）、Ｚ園が１４１園（約５３％）。 

 
   ※１ Ｘ園、Ｙ園、Ｚ園の分類について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３職種 57園 ( 21.5% ) 102園 ( 38.3% ) 107園 ( 40.2% )

保育士等 100園 ( 37.6% ) 97園 ( 36.5% ) 69園 ( 25.9% )

調理師等 41園 ( 15.5% ) 77園 ( 28.9% ) 148園 ( 55.6% )

事務員等 52園 ( 19.6% ) 73園 ( 27.4% ) 141園 ( 53.0% )

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

Ｘ園：人件費等補助金における支出認定額が、収入認定額よりも少ない園 

Ｙ園：人件費等補助金における支出認定額が、収入認定額以上、人件費等総収入（収入認定

額、人件費等補助金（障害児加配補助金は除く）、収入認定額の算定に当たって国給付

費から控除している額（国給付費基本分単価（人件費相当部分）の 6.5％）も含めた人

件費に係る総収入。以下同じ。）以下の園 

Ｚ園：人件費等総収入よりも、人件費等補助金における支出認定額が大きい園 

→ Ｘ園は人件費等補助金の対象外、Ｙ園、Ｚ園は補助上限額の範囲において、人件費等補

助金の対象 

※ ３職種全体でＸ園の場合であっても、職種によってＹ園、Ｚ園のものがあれば、当該職

種については人件費等補助金の対象となり得る。 
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※２ 令和４年度中に廃園した１園及び令和４年度は人件費等補助金の対象外であ

った１園を除く。 

⑵ 補助金額の状況 

・ ２６６園に対する人件費等補助金の総支給額は、保育士等分で約９億円、調理師

等分で約５億円、事務員等分で約６億円、３職種合計で約２０億円であった。 

・ ３職種合計の平均支給額は約７百万円で、最大支給額は約３３百万円、最少支給

額は０円であった。 

・ 障害児加配補助金の総支給額は約１０億円、平均支給額は約４百万円で、最大支

給額は約１６百万円、最少支給額は０円であった。 

（単位：千円） 

 
※１ 出納閉鎖後に行った最終精算（法人決算書との照合等）の結果を踏まえた

額であるため、決算額とは一致しない（以下同じ）。 

※２ 人件費等補助金における最大額の施設は同一ではないため、職種別の最大

額の合計と３職種の最大額は一致しない。 
⑶ 補助金額の増減分布（令和３年度比） 

・ 令和３年度と比較し、令和４年度の補助金額が増加した園は約２割（５２園）であ

り、減少した園は約８割（２１４園）であった。 

 

総支給額
（※１）

園平均
最大額
（※２）

最少額

３職種 1,993,000 7,492 33,097 0

保育士等 931,998 3,504 26,381 0

調理師等 471,460 1,772 5,500 0

事務員等 589,542 2,216 6,868 0

1,012,183 3,805 15,945 0障害児加配補助金

人件費等補助金

52園 19.5%

214園 80.5%

▲1,000千円未満 20園 7.5%

▲1,000千円以上～▲3,000千円未満 27園 10.2%

▲3,000千円以上～▲5,000千円未満 20園 7.5%

▲5,000千円以上～▲10,000千円未満 64園 24.1%

▲10,000千円以上～▲20,000千円未満 65園 24.4%

▲20,000千円以上～▲30,000千円未満 16園 6.0%

▲30,000千円以上 2園 0.8%

補助金（※）の増減区分
（４年度－３年度）

減少園

増加園

園数 割合
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※ 令和４年度分：人件費等補助金及び障害児加配補助金の合計額。 
令和３年度分：京都市民間保育園等職員の給与等運用事業補助金、通勤手当

助成、定員弾力化対策費、夜間保育対策費（人件費相当分）、

１歳児加配対策費、障害児保育対策費の合計額 
  ・ なお、補助金額が大きく減少した園（１千万円以上減少した園）に占めるＺ園の

割合（４１．０％）は、全園に占めるＺ園の割合（４０．２％）と大きく変わらない

ことから、補助金増減額とＸＹＺ判定との間に、大きな因果関係は認められない。 

 

 
⑷ 補助金の状況に係る考察 

・ 補助金増減額とＸＹＺ判定との間に大きな因果関係は認められないことから、補

助制度の再構築が各園の人件費収支（３職種）の状況に大きな影響を与えたとはいえ

ないと考えられる。 

 

  

266園 57園 ( 21.5% ) 102園 ( 38.3% ) 107園 ( 40.2% )

52園 16園 ( 30.8% ) 16園 ( 30.8% ) 20園 ( 38.4% )

214園 41園 ( 19.1% ) 86園 ( 40.2% ) 87園 ( 40.7% )

▲10,000千円未満 131園 30園 ( 22.9% ) 48園 ( 36.6% ) 53園 ( 40.5% )

▲10,000千円以上 83園 11園 ( 13.2% ) 38園 ( 45.8% ) 34園 ( 41.0% )

３職種計

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

増加園

減少園

合計

補助金の増減区分
（４年度－３年度）

園数
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２ 人件費収支の状況（令和４年度分） 

⑴ 人件費等補助金の対象職種の人件費（保育士等、調理師等、事務員等のうち、第２

号・３号認定子ども分に係る人件費）について 

・ 国給付費基本分単価（人件費相当分）の６．５％の控除など、人件費等補助金の

算定方法に基づき算出した人件費の収支差額は、全体で約５億円、収入が支出を上

回っているが、園平均は約１８４万円であり、概ね均衡しているといえる。 

 保育士等 

（障害児分含む）
調理師等 事務員等 ３職種計 

園収入（①） 約２６０億円 約３５億円 約１０億円 約３０５億円 

 国給付費等（※１） 約 229.8 億円 約 28.3 億円 約 4.4 億円 約 262.5 億円 

 6.5%控除額 約 10.5 億円 約 1.4 億円 約 0.2 億円 約 12.1 億円 

人件費等補助金等（※２） 約 19.4 億円 約 4.7 億円 約 5.9 億円 約 30.0 億円 

園支出（②）（※３） 約２４９億円 約３７億円 約１４億円 約３００億円 

収支差（①－②） 約１１億円 ▲約２億円 ▲約４億円 約５億円 

収支差（園平均） 4,144 千円 ▲811 千円 ▲1,499 千円 1,835 千円 

収支差（最大額） 42,633 千円 15,000 千円 1,908 千円 37,614 千円 

収支差（最小額） ▲22,476 千円 ▲8,721 千円 ▲46,838 千円 ▲59,497 千円 

※１ 人件費等補助金における収入認定額（6.5％控除後の国給付費及び条例基準部

分補助金）。 

※２ 障害児加配補助金を含む。 
※３ 人件費等補助金制度における支出認定額と一致（職員１人当たり算入上限を適

用した人件費に、人件費以外の対象経費（職員の紹介手数料や調理業務委託など、

人件費に類する費用として本市が認める経費。以下同じ。）を加え、他補助金等で

交付される経費を除いた額）。 

⑵ ３職種以外（園長等）、第１号認定子ども分等を含めた総人件費について 

ア 全体の状況 

・ 上記（１）のとおり収入認定額からの控除額等により、令和元年度～３年度と同

様、園収入が園支出を上回っている（約１３億円）が、収支差額は、令和３年度

（約２６億円）と比較すると約１３億円圧縮・改善した。このことは、人件費に係

る収入の他用途（人件費以外の経費）への弾力運用が減った結果であり、人件費等

補助金の制度の趣旨に適った状況である。 

※ 収支差額について、令和２年度は約２２億円、令和元年度は約２６億円であ

り、これらと比較しても、圧縮・改善している。 

 ・ 収支差額の園平均は約４９３万円、また、最大額は約６，１６７万円、最小額

は▲約５，２１６万円であり、園平均及び最大額は、令和３年度（園平均は約９８

９万円、最大額は約８，０９７万円）よりも圧縮・改善している。 
・ なお、差額の１３億円は人件費以外に弾力運用されており、その運用先を全て

特定することはできないが、運用先の１つであると考えられる単年度積立金は令

和３年度から増減なし、他会計等繰出金は約４億円減少という状況であった。 
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 ４年度調査結果 ３年度調査結果 ４年度－３年度 
園収入（①）（※１） 約３４９億円 約３５９億円 ▲約１０億円 

園支出（②）（※２） 約３３６億円 約３３３億円 ＋約３億円 

収支差（①－②） 約１３億円 約２６億円 ▲約１３億円 

収支差（園平均） 4,925 千円 9,885 千円 ▲4,960 千円 

収支差（最大額） 61,667 千円 80,973 千円 ▲19,306 千円 

収支差（最小額） ▲52,155 千円 ▲44,118 千円 ▲8,037 千円 

単年度積立金 約３億円 約３億円 ０円 

他会計等繰出金 約５億円 約９億円 ▲約４億円 

累積積立金＋期末資金残高 約２３４億円 約２２８億円 ＋約６億円 

園数 ２６６園 ２６８園 ▲２園 

  ※１ 令和４年度分として支給・精算された国給付費、条例基準部分補助金及びその

他市補助金（人件費等補助金、障害児加配補助金、時間外（延長）保育事業、一

時預かり事業、医療的ケア児保育支援対策費、京都市地域子育て支援事業）の人

件費相当額（嘱託医分を除く）。 
  ※２ 令和４年度の人件費の法人決算額（嘱託医を除く。）に人件費等補助金の算定

に含めている人件費以外の対象経費を加えた額。 

  
 

イ 職種別の状況（詳細は別紙２参照） 

・ 保育士等は約２５億円、収入が支出を上回る。 

・ 一方、調理師等は約１億円、事務員等は約４億円、園長は約５億円、支出が収入

を上回るが、いずれの職種についても、令和３年度と比較して、収支差額は圧縮・

改善している（保育士等は約１８億円、調理師等は約１億円、事務員等は約３億

円、園長は約２億円、それぞれ収支差額が圧縮） 
・ なお、調理師等、事務員等については、支出額は増加しているものの、収入額が

それ以上に増加したことにより、収支差額が圧縮・改善している。 

条例基準 その他市補助

差額（黒字）は であり、人件費以外の経費に弾力運用されている

※令和４年度末の各法人の累積積立額等は約234億円

園支出

約336億円

約336億円

約13億円

国給付費

園収入

約349億円 約33億円

加算

各種

約212億円

基本分 処遇改善

約55億円

（参考）人件費以外の経費（例）

他会計繰出金

約5億円

単年度

積立額

約3億円

約34億円約15億円
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※ 端数処理により合計や差額が一致しない場合がある。 

※ その他職員（理事長や警備員等）の人件費に係る収支等は集計していないため、

合計は前記アと一致しない。 

ウ 平均人件費の状況（詳細別紙２） 

・ 令和３年度と比較し、令和４年度の職員ごとの人件費の平均額は保育士等、調

理師等において増加、中央値は保育士等、調理師等、事務員等の３職種全てにおい

て増加した。 

 

⑶ 人件費以外も含めた保育事業に係る全体収支（事業活動収支） 

・ 人件費以外も含めた保育事業に係る全体収支（事業活動収支）においては、園収

入（約４３０億円）が園支出（約４１１億円）を約１９億円上回った。 
・ 収支差額の約１９億円は、施設整備等による支出や、積立金、他会計繰出金、内

部留保などその他の活動による支出といった、人件費をはじめ保育事業以外の経費

に運用されているが、令和３年度（約２８億円）と比較すると、約９億円減少してい

る。 
＜人件費以外も含む園全体の収支（事業活動収支）について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

収入 支出 差額
（入-出）

収入 支出 差額
（入-出）

収入 支出 差額
（入-出）

保育士等 28,294 25,830 2,464 30,272 25,999 4,273 △1,978 △169 △1,809

調理師等 3,553 3,646 △93 3,285 3,458 △173 268 188 80

事務員等 1,096 1,455 △359 621 1,286 △665 475 169 306

園長 1,910 2,417 △507 1,762 2,448 △686 148 △31 179

合計 34,853 33,348 1,505 35,941 33,190 2,751 △1,087 157 △1,244

４年度調査結果 ３年度調査結果 ４年度－３年度

（単位：千円）

４年度 ３年度 差額
（４-３）

４年度 ３年度 差額
（４-３）

保育士等 5,555 5,393 162 5,363 5,299 64

調理師等 5,114 4,968 146 4,969 4,915 54

事務員等 5,333 5,349 △16 5,238 5,214 24

常勤職員の人件費

平均 中央値

※事業活動収支合計額は、各法人の令和４年度の決算書等から引用

事業活動収支差 ：

　人件費収支差 ：

　人件費以外収支差：

→19億円は人件費以外の経費に運用

）約34億円約15億円 、その他市補助：（国給付費： 約300億円

人件費以外の

事業活動収入

人件費以外の

事業活動支出

約76億円

約6億円

約13億円

約81億円

約19億円

事業活動収入

事業活動支出

約336億円約411億円

約430億円

人件費支出額

人件費収入 約349億円

、条例基準：

（参考）令和３年度

事業活動収支差 ：

　人件費収支差 ：

　人件費以外収支差 ：

約28億円

約26億円

約2億円

※ 端数処理により合計や差額が一致しない場合がある。 
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  ・ 園ごとで事業活動収支の状況を見ると、黒字の園が１９６園（７３．７％）、赤字

の園が７０園（２６．３％）で、全体の約４分の３が黒字である。 

  ・ ＸＹＺの分類ごとに見ると、Ｘ園は５０園（８７．７％）、Ｙ園は８７園（８５．

３％）が、Ｚ園でも、半数以上の５９園（５５．１％）が黒字である。 

（単位：園） 

 総数 黒字 赤字 

Ｘ園  ５７  ５０（８７．７％）  ７（１２．３％） 

Ｙ園 １０２  ８７（８５．３％） １５（１４．７％） 

Ｚ園 １０７  ５９（５５．１％） ４８（４４．９％） 

全体 ２６６ １９６（７３．７％） ７０（２６．３％） 
 
  ・ また、事業活動支出に占める人件費以外の支出の割合を見ると、物価高騰等の影

響もあると推察される中、全体としてはわずかに割合が増加しているものの、約４

割の園では、割合が減少している。               （単位：園） 

    
 
  ・ なお、内部留保や積立金は、いずれも減少した園よりも増加した園の方が多い。 

  ・ また、減少している園に占めるＺ園の割合は高いが、Ｚ園であっても増加してい

る園、Ｘ園やＹ園であっても減少している園もあり、状況は様々である。 

（単位：園） 

 

⑷ 収支の状況に係る考察 

  ・ 前記（１）のとおり、人件費等補助金の対象職種の人件費の収支差額が概ね均衡

していることから、補助金の規模は適正であると考えられる。 

・ また、前記（２）のとおり、総人件費、職種別人件費の収支差額が圧縮・改善して

いること、常勤職員の人件費が定期昇給等を含め増加しており、全体として処遇は維

持されていることから、人件費等補助金の目的は達成されていると考えられる。 

・ なお、前記（３）のとおり、事業活動収支は約４分の３で黒字だが、Ｘ園、Ｙ園、

Ｚ園を問わず、事業費の節減や積立金の活用等も含め、全体の運営の中で、様々な工

夫がされていることが伺える。  

Ｘ園 57 23.4% 23.6% 27 (47.4%) 28 (49.1%) 2 (3.5%)

Ｙ園 102 18.7% 19.2% 44 (43.1%) 55 (53.9%) 3 (3.0%)

Ｚ園 107 16.8% 17.1% 45 (42.1%) 58 (54.2%) 4 (3.7%)

合計 266 19.0% 19.3% 116 (43.6%) 141 (53.0%) 9 (3.4%)

令和
４年度

令和
３年度

園数
割合減少園 割合増加園

（令和３年度比）

増減なし園

R3→R4増加 158 35 (22.2%) 73 (46.2%) 50 (31.6%)

R3→R4減少 100 21 (21.0%) 26 (26.0%) 53 (53.0%)

増減なし 8 1 (12.5%) 3 (37.5%) 4 (50.0%)

R3→R4増加 118 21 (17.8%) 58 (49.1%) 39 (33.1%)

R3→R4減少 61 7 (11.5%) 19 (31.1%) 35 (57.4%)

増減なし 87 29 (33.3%) 25 (28.8%) 33 (37.9%)

266 57 (21.5%) 102 (38.3%) 107 (40.2%)全体

園数
３職種

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

内部留保
（累積）

積立金
（累積）
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３ 園運営の実態に係る調査結果（詳細は別紙３参照） 

⑴  回答数 

２２１園／２６７園（約８３％） 
※ 令和４年度の民間保育園等（認定こども園のうち幼稚園型を除く。）２６８園

のうち、同年度中に廃園した１園を除く２６７園が調査対象。 

⑵ 令和４年度分の職員給与の見直し状況等 
ア 見直し状況 

・ ２２１園の約３分の２に当たる１３６園（約６２％）で「実施なし」であったが、

「引下げのみ」を実施した園も６６園（約３０％）あった。 

・ また、「引上げのみ」を実施した園は４園（約２％）、「引上げと引下げを両方実

施」した園は１４園（約６％）であった。 

 

イ 「引下げのみ」を実施した園のＸＹＺ判定 

・ ６６園中、３職種全体のＸＹＺ分布は、Ｘ園が８園（約１２％）、Ｙ園が２１園

（約３２％）、Ｚ園が３７園（約５６％）であった。 

※   Ｚ園３７園のうち２７園は、令和４年度の人件費に係る補助金額が、令和３

年度と比較して減少したため、本年度から実施している「持続可能な園運営に

向けたサポート」（人件費等補助制度を再構築した後にあっても、各園が将来

にわたって持続可能な園運営が実現できるよう、園運営の見直し等に係る意思

表示を行う場合に、令和５年度から令和７年度までの３年間、本市としてサポ

ートを行うもの）の対象。 

（参考）令和４年度決算に係る持続可能な園運営に向けたサポートの実施状況 

    対象園：７７園、支援総額：２８３，６２７千円 

・ 職種別では、保育士等はＸ園が１２園（約１８％）、Ｙ園が３２園（約４９％）、

Ｚ園が２２園（約３３％）。調理師等はＸ園が６園（約９％）、Ｙ園が２６園（約３

９％）、Ｚ園が３４園（約５２％）。事務員等はＸ園が１０園（約１５％）、Ｙ園が

１７園（約２６％）、Ｚ園が３９園（約５９％）。 

 

（単位：園）

引下げのみ 引上げのみ 両方 未回答

267 221 136(61.5%) 85(38.5%) 66(29.9%) 4(1.8%) 14(6.3%) 1(0.5%)

施設数 回答数

令和４年度分の給与見直しを

①
実施しなかった

②
実施した

方向性

（単位：園）

３職種 8 ( 12.1% ) 21 ( 31.8% ) 37 ( 56.1% )

保育士等 12 ( 18.2% ) 32 ( 48.5% ) 22 ( 33.3% )

調理師等 6 ( 9.1% ) 26 ( 39.4% ) 34 ( 51.5% )

267 66 事務員等 10 ( 15.1% ) 17 ( 25.8% ) 39 ( 59.1% )

施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園
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ウ 「引下げのみ」を実施した一番の理由 

・ ６６園中、人件費の収支状況を理由とする「ＸＹＺ判定」が２４園（約３６％）

で最も多く、続いて、補助単価や経験年数加算の上限、他職種への充当禁止といっ

た人件費等補助金の仕組みを理由とする「人件費等補助金の補助制度」が１４園（約

２１％）であった。 

 

・ 「ＸＹＺ判定」を一番の理由とした２４園のうち、３職種全体のＸＹＺ分布は、

Ｘ園が３園（約１２％）、Ｙ園が４園（約１７％）、Ｚ園が１７園（約７１％）であ

った。 

 

エ 「引下げのみ」を実施した園における引下げ対象の職種及び勤務形態 

・ ６６園中、園長と保育士等は各６３園（約９５％）、調理師等は６０園（約９

１％）、事務員等は３７園（約５６％）で引下げの対象とされ、３職種以上を引

き下げた園が６１園（約９２％）であった一方、特定の１職種のみ引き下げた園

は３園（約５％、いずれも園長のみ引下げ）であった（複数回答可）。 

 

 
・ また、引き下げた勤務形態は、６６園中、常勤が６５園（約９８％）、非常勤が

２９園（約４４％）であった（複数回答可）。 

（単位：園）

ＸＹＺ判定 補助制度 その他理由

267 66 24(36.3%) 14(21.2%) 12(18.2%) 5(7.6%) 11(16.7%)

「引下げのみ」の理由

人件費等補助金に由来する理由 人件費等補助金
以外の理由

未回答
施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施

（単位：園）

３職種 3 ( 12.5% ) 4 ( 16.7% ) 17 ( 70.8% )

保育士等 5 ( 20.9% ) 8 ( 33.3% ) 11 ( 45.8% )

調理師等 4 ( 16.7% ) 6 ( 25.0% ) 14 ( 58.3% )

267 24 事務員等 6 ( 25.0% ) 4 ( 16.7% ) 14 ( 58.3% )

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

施設数

ＸＹＺ判定を
一番の理由に
令和４年度分
の給与を「引
下げのみ」実

施

（単位：園）

267 66 63(95.4%) 63(95.4%) 60(90.9%) 37(56.1%) 8(12.1%)

施設数

令和４年度

分の給与を

「引下げの

み」実施

引下げ対象の職種

園長 保育士等 調理師等 事務員等 その他職員

（単位：園）

267 66 3(4.5%) 2(3.0%) 24(36.4%) 33(50.0%) 4(6.1%)

施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施

引下げ対象は何職種か

１職種 ２職種 ３職種 ４職種 ５職種
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オ 「引下げのみ」を実施した園における引下げ内容 

・ ６６園中、賞与を引き下げた園が５７園（約８６％）、本給を引き下げた園が

２６園（約３９％）、各種手当を引き下げた園が８園（約１２％）であった（複

数回答可）。 

 
・ なお、賞与の引下げ内容としては、５７園中、「支給月数の減」が２９園（約５

１％）、「支給率の減」と「その他支給額の減」が各２１園（約３７％）。 

（参考）賞与の支給状況（常勤職員の全園平均） 

職種 
令和４年度 令和３年度 

平均支給額 平均月数 平均支給額 平均月数 

保育士等（保育

補助、講師除く） 
1,144,528 円 3.72 月 1,140,675 円 3.89 月 

調理師等 1,097,100 円 3.88 月 1,106,492 円 4.14 月 

事務員等 1,053,862 円 3.49 月 1,063,781 円 3.70 月 

園長 1,943,447 円 4.00 月 1,961,375 円 4.05 月 

・ 本給の引下げ内容について、２６園中、「昇給停止」が１３園（５０％）、    

「昇給幅の見直し」が１０園（約３８％）、「本給の引下げ（給与表を見直し）」

が４園（約１５％）であった（複数回答可）。 

・ なお、「本給の引下げ（給与表を見直し）」を行った４園について、３園は園長

のみが対象（うち１園は人件費等補助金とは関係のない理由）、１園は園長及び

事務員（副園長）が対象であった。 

 

カ 「引下げのみ」を実施した園における給与以外の見直し状況 

・ ６６園中、４２園（約６４％）では、給与以外の見直しは行われていない。 

・ 給与以外の見直しも実施した園は２４園（約３６％）あり、主な内容としては、

「常勤職員から非常勤職員への切り替え」が７園、「退職職員等の職員補充の見送

り」が６園、「備品購入の見送り」が３園であった。 

 

 

 

（単位：園）

267 66 26(39.4%) 57(86.4%) 8(12.1%)

施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施

引下げ対象の給与

本給 賞与 各種手当

（単位：園）

267 26 13(50.0%) 10(38.4%) 4(15.4%) 5(19.3%)

施設数

令和４年度
分の本給を

「引下げの
み」実施

本給の引下げ内容

昇給停止 昇給幅の見直し その他引下げ
本給の引下げ

（給与表見直し）
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キ 給与見直しの概算影響額 

・ 引上げ・引下げを全て合算した場合の給与見直しの概算影響額は、令和４年度

分では全体で約▲１．７億円、３職種（保育士等、調理師等、事務員等）で約▲

１．４億円（回答数６６園）、令和５年度分の予定（※）では全体で約▲１．０億

円、３職種で約▲０．７億円であり（回答数７７園）、２年度を合算すると、全

体で約▲２．７億円、３職種で約▲２．１億円（回答数１１９園）であった。 

・ また、「引下げ」のみの概算影響額は、令和４年度分では全体で約▲２．１億

円、３職種で約▲１．７億円（回答数６０園）、令和５年度分の予定では全体で

約▲１．３億円、３職種で約▲１．１億円であり（回答数６５園）、２年度を合

算すると、全体では約▲３．４億円、３職種で約▲２．８億円（回答数１０５園）

であった。 

 令和４年度分 令和５年度分（予定） 合計 

引上げ・引下げ合計 ▲１．７３億円 ▲０．９７億円 ▲２．７０億円 

 ３職種のみ ▲１．４０億円 ▲０．７３億円 ▲２．１３億円 

引下げのみ ▲２．０６億円 ▲１．３３億円 ▲３．３９億円 

 ３職種のみ ▲１．７１億円 ▲１．０６億円 ▲２．７７億円 

※ 令和５年度分の給与見直し（予定含む） 

→ ２２１園のうち１２３園（約５６％）は見直しの実施予定はなく、９８園（約

４４％）で見直し実施予定。９８園のうち、６５園（約２９％）が引下げのみ、

１２園（約５％）が引上げのみ、１７園（約８％）が両方実施予定。 

 

⑶ 令和４年度分を「引下げのみ」実施した園（６６園）に係る考察 

 ・ 引下げ理由として最も多かったのは「ＸＹＺ判定」（２４園／６６園、約３６％）

であるが、支出が収入を上回るＺ園（１７園／２４園、約７１％）が「ＸＹＺ判定」

を理由に引き下げることは、一定、想定された動きである。 

  ・ また、Ｘ園やＹ園で引き下げている園（７園／２４園、約２９％）の中には、 

① 引下げ前はＺ園であったが、引下げの結果、判定が変わった園（１園） 

② ３職種全体ではＸ園やＹ園であっても、Ｚ判定の職種があり、当該職種につ

いて引下げを行った園（４園） 

もあり、これらについても、一定、想定された動きといえる。 

・ 一方で、補助単価や経験年数加算の上限、他職種への充当禁止といった人件費等

補助金の仕組み、制度の複雑さ等により収入を見込むことが困難であったこと、単

に補助金額が減少する見込みであったことを理由に引下げを行った園もあった。 

・ また、Ｘ園、Ｙ園、Ｚ園のいずれからも、収入認定額からの控除割合（国給付費

基本分単価の人件費相当分の 6.5％）が少ない、整備償還金の返済が厳しい、修繕

（単位：園）

引下げのみ 引上げのみ 両方 未回答

267 221 123(55.7%) 98(44.3%) 65(29.4%) 12(5.4%) 17(7.7%) 4(1.8%)

施設数 回答数

令和５年度分の給与見直しを

①
実施しない
実施は未定

②
実施予定

方向性
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経費が必要、積立てができないという意見が複数寄せられたことから、人件費以外

の収支が要因となり、人件費に係る収入が支出を上回っている園（Ｘ園やＹ園）に

おいても、給与が引き下げられた可能性も伺える。 

・ なお、複数職種の給与を見直した園が大半であった背景には、特定の職種のみＺ

判定であっても、当該職種だけ引き下げることが困難な実情や、制度が十分理解さ

れていないために、Ｘ判定やＹ判定の職種も含めて同時に引き下げられた面もある

と考えられる。 
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４ 人件費等補助金に係る保育現場からの意見・要望 

 ⑴ 意見・要望の内容（３⑶を一部再掲） 

・ 各園及び保育関係団体等から様々な意見・要望をいただいているが、このうち、

人件費に直接的に関係するものは主に以下のとおりであり、概ね「補助上限額の引

上げ」に関するものである。 

・ 保育士等、調理師等、事務員等の補助単価（基礎単価）の引上げ 

（保育士等：５，１７２千円、調理師等・事務員等：４，４９２千円） 

  ※ 保育士等は保育補助を除く常勤単価であり、事務員等は国補助（保育体

制強化事業）を活用した場合の単価 

・ 経験年数加算の上限（11 年、７％）の引上げ 

・ 保育士等の常勤割合（常勤：非常勤＝８：２）の引上げ 

・ 保育士等の補助算定職員数（加配職員数）の拡大 

・ 収入認定額からの控除割合（６．５％）の拡大 

・ 障害児加配補助金の単価の引上げ 

  （１号児童分：１，２００千円、２・３号児童：３，１８９千円） 

・ その他、人件費に直接的に関係しないものの、人件費補助制度の再構築に伴い、

「積立てや将来の修繕への不安」、「整備経費の返済への不安」、「事務負担の軽減」

といった意見・要望もいただいており、「収入認定額からの控除割合（６．５％）

の拡大」については、積立てや整備経費に関連する要望としてもいただいている。 

・ また、入所児童数の減少により国給付費の収入が減少することに伴う運営への不

安の声もあった。 

⑵ 意見・要望内容等に関する分析（人件費等補助金の上限等に関するもの） 

ア 保育士等、調理師等、事務員等の補助単価（基礎単価）について 

・ ２⑵ウのとおり、令和４年度の常勤職員の平均人件費は、保育士等が５，５５

５千円、調理師等が５，１１４千円、事務員等が５，３３３千円であり、経験年

数加算を踏まえた補助単価の上限額（保育士等：５，５３４千円、調理師等・事

務員等：４，８０６千円）を上回っている。 

・ 一方で、平均人件費は年度によってばらつきがあり、年を経るごとに増加する

といった傾向は見受けられない。 

・ なお、現在の補助単価の上限額においても、保育士等については、令和４年度

賃金構造基本統計調査による保育士人件費（社会保険料の事業主負担分を含む）

の全国平均（４，４７０千円）を１００万円以上上回っており、調理師等、事務

員等についても、保育士等の補助単価を基準に、令和２年度の国給付費における

保育士と調理師の想定単価の差額（６８０千円）を踏まえて設定している。 

（参考）平均人件費の推移（常勤職員） 

 

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

保育士等 5,525 5,384 5,393 5,555

調理師等 4,949 4,935 4,968 5,114

事務員等 5,562 5,233 5,349 5,333
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 ・ なお、各園の平均人件費について、事業活動収支差額の黒字の園、赤字の園の

平均値は、事務員等、園長で開きがあるが、配置数の多い保育士等、調理師等に

大きな差はない。            （単位：千円） 

   
※ 各園の平均人件費の平均であるため、全体の額は、全職員の人件費の平均を

とった２⑵ウと一致しない。 

イ 経験年数加算の上限（11 年、７％）について 

・ 経験年数加算の認定に当たり使用する常勤職員の平均経験年数については、保

育士等は１３．０年、調理師等は９．９年、事務員等は１３．８年、３職種全体

で１２．６年となっている。 

・ ３職種全体で見た場合（経験年数加算は園全体で判断）、平均経験年数が１１年

以上になると、１１年未満と比べて大幅にＺ園の割合が増加する（１１年以上：

４８．０％、１１年未満：２５．８％）。 

・ ただし、１１年以上の園の半数には満たず、１１年未満も含めた全体に占める

Ｚ園の割合（４０．２％）と比べ、著しく高いとまではいえず、妥当な範囲内で

ある。                           （単位：園） 

 
・ なお、各園の平均経験年数について、事業活動収支差額の黒字の園、赤字の園

の平均値に大きな差はない。           （単位：年） 

 
※ 各園の平均経験年数の平均であり、全職員の経験年数の平均（保育士等：１

３．０年、調理師等：９．９年、事務員等：１３．８年）とは一致しない。 

保育士等 調理師等 事務員等 園長

196 5,589 5,215 5,233 9,065

70 5,674 5,253 5,630 8,664

266 5,611 5,225 5,368 8,959全体

事業活動
収支差額

各園の平均人件費（常勤）の平均（※）
園数

黒字

赤字

園数

５年未満 7 5 (71.4%) 2 (28.6%) 0 (0.0%)

５年以上10年未満 69 26 (37.7%) 25 (36.2%) 18 (26.1%)

10年以上11年未満 17 5 (29.4%) 6 (35.3%) 6 (35.3%)

93 36 (38.7%) 33 (35.5%) 24 (25.8%)

173 21 (12.1%) 69 (39.9%) 83 (48.0%)

11年以上15年未満 87 11 (12.6%) 34 (39.1%) 42 (48.3%)

15年以上20年未満 70 8 (11.4%) 28 (40.0%) 34 (48.6%)

20年以上 16 2 (12.5%) 7 (43.8%) 7 (43.8%)

266 57 (21.5%) 102 (38.3%) 107 (40.2%)

Ｚ園

11年未満

11年以上

全体

Ｘ園 Ｙ園
平均経験年数（常勤のみ）

３職種全体

保育士等 調理師等 事務員等

196 13.2 10.2 13.7

70 13.6 10.3 15.0

266 13.3 10.2 14.2

赤字

全体

各園の平均経験年数（常勤）の平均（※）事業活動
収支差額

園数

黒字
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ウ 保育士等の常勤割合（常勤：非常勤＝８：２）について 

・ 保育士等について、常勤割合が８割を超えるとＺ園の割合が大きく増加する

が、概ね半数（５７．１％）である。 

・ また、常勤割合が８割を超えている園（２１園）は全体２６６園の１割未満で

あり、制度全体で考えると妥当な範囲内である。       （単位：園） 

 
・ なお、各園の常勤割合について、事業活

動収支差額の黒字の園、赤字の園の平均値

を比較すると赤字園の方が高いが、６割程

度（６０．６％）である。 

（単位：園） 

 

エ 保育士等の補助算定職員数（加配職員数）について 

・ 補助算定職員数の最大算定を超えて保育士等が配置されている場合、Ｚ園の割

合が若干増える傾向にはあるが、大きくは変わらない（全体のＺ園の割合２５．

９％に対して、２９．４％）。 

・ また、補助算定職員数の最大値を超えて保育士等を配置されている園（３４

園）は全体の１割強に止まっており、制度全体で考えると妥当な範囲内である。 

（単位：園）   

 

～50.0% 107 46 (43.0%) 44 (41.1%) 17 (15.9%)

 50.1～60.0% 61 21 (34.4%) 25 (41.0%) 15 (24.6%)

 60.1～70.0％ 38 13 (34.2%) 12 (31.6%) 13 (34.2%)

 70.1～80.0% 39 16 (41.0%) 11 (28.2%) 12 (30.8%)

245 96 (39.2%) 92 (37.6%) 57 (23.3%)

21 4 (19.0%) 5 (23.8%) 12 (57.1%)

 80.1～90.0% 13 2 (15.4%) 4 (30.8%) 7 (53.8%)

90.1%～ 8 2 (25.0%) 1 (12.5%) 5 (62.5%)

266 100 (37.6%) 97 (36.5%) 69 (25.9%)

園数
保育士等

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

全体

～80.0%

80.1%～

常勤割合（保育士）

196 54.3%

70 60.6%

266 56.0%

黒字

赤字

全体

保育士等の
常勤割合

事業活動
収支差額

園数

10 6 (60.0%) 4 (40.0%) 0 (0.0%)

35 17 (48.6%) 13 (37.1%) 5 (14.3%)

4 2 (50.0%) 1 (25.0%) 1 (25.0%)

118 50 (42.4%) 35 (29.6%) 33 (28.0%)

19 5 (26.3%) 7 (36.9%) 7 (36.8%)

80 20 (25.0%) 37 (46.2%) 23 (28.8%)

⑥実配置が補助算定職員数以内 46 16 (34.8%) 17 (36.9%) 13 (28.3%)

⑦実配置が補助算定職員数超過 34 4 (11.8%) 20 (58.8%) 10 (29.4%)

232 96 (41.4%) 77 (33.2%) 59 (25.4%)

34 4 (11.8%) 20 (58.8%) 10 (29.4%)

266 100 (37.6%) 97 (36.5%) 69 (25.9%)

園数
保育士等

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

実配置が最大算定を超過（⑦）

全体

①国＋条例基準まで

②障害児まで

③１歳児加配まで

④標準時間対応まで

⑤休憩対応保育士まで

標準時間休憩まで（最大算定）

補助算定職員数の状況

実配置が最大算定の範囲内
（①～⑥合計）



16 

・ なお、保育士等の実配置数が補助算定職

員数の最大値を超えている園の数は、事業

活動収支差額が赤字の園よりも黒字の園の

方が多い。 

（単位：園） 

 

⑶ 保育現場からの意見・要望に関する分析に係る考察 

 ・ いずれの内容についても、各々の上限を超えている園とそうでない園を比較する

と、上限を超えている園の方が、Ｚ園が増える傾向は伺えた。 

・ 一方で、上限を超えていない園も含めた全体に占めるＺ園の割合と大きな差がな

い、あるいはそもそも上限を超えている園の数が少数など、制度全体で捉えたとき

に、その１つ１つが大きな課題、具体的にはＺ園が大幅に増える要因になっている

とまではいえない。 

・ また、意見・要望が多岐にわたっていることから、各園の状況や課題は様々であ

ることが伺え、前述の状況も踏まえると、個別の意見・要望への対応では、効果を

得られる園が限定的になると考えられる。 

  

196 24

70 10

266 34

黒字

赤字

全体

事業活動
収支差額

園数
保育士等
最大算定
以上の園
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（参考）第２号・３号認定子どもに係る利用定員の充足率に関する分析 

・ 入所児童数が増減した場合に最も大きな影響を受けるのは保育士等の必要配置数であ

るが、定員充足率（第２号・３号認定子どもに係る利用定員に占める入所児童数の割合）

が低くなると、若干ではあるが、保育士等におけるＺ園の割合が増加傾向にある（全体

のＺ園の割合２５．９％に対して、３０．３％）。 

（単位：園） 

 
・ また、事業活動収支差額が黒字の園、赤字の園ごとに見た場合、黒字の園よりも赤

字の園の方が定員充足率は低くなっている。 

（単位：園） 

    
※ 国給付費は入所児童数に応じて支払われるところ、定員に対する空き枠があると

施設収入が減ることとなる。 

  

＋30％～ 3 2 (66.7%) 0 (0.0%) 1 (33.3%)

＋25％～ 4 3 (75.0%) 0 (0.0%) 1 (25.0%)

＋20％～ 6 3 (50.0%) 3 (50.0%) 0 (0.0%)

＋15％～ 18 9 (50.0%) 2 (11.1%) 7 (38.9%)

＋10％～ 21 13 (61.9%) 6 (28.6%) 2 (9.5%)

＋５％～ 35 14 (40.0%) 15 (42.9%) 6 (17.1%)

±０％～ 47 13 (27.7%) 22 (46.8%) 12 (25.5%)

合計 134 57 (42.6%) 48 (35.8%) 29 (21.6%)

～▲５％ 34 14 (41.2%) 10 (29.4%) 10 (29.4%)

～▲10％ 34 9 (26.5%) 11 (32.4%) 14 (41.1%)

～▲15％ 22 6 (27.3%) 8 (36.4%) 8 (36.3%)

～▲20％ 17 8 (47.1%) 7 (41.2%) 2 (11.7%)

～▲25％ 12 3 (25.0%) 6 (50.0%) 3 (25.0%)

～▲30％ 7 1 (14.3%) 3 (42.9%) 3 (42.8%)

▲30％～ 6 2 (33.3%) 4 (66.7%) 0 (0.0%)

合計 132 43 (32.6%) 49 (37.1%) 40 (30.3%)

266 100 (37.6%) 97 (36.5%) 69 (25.9%)全体

定
員
割
れ

保育士等

定
員
超
過

Ｙ園 Ｚ園
定員充足率 園数

Ｘ園

196 99.5%

70 95.2%

266 98.4%

黒字

赤字

全体

事業活動
収支差額

園数
定員

充足率
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５ 調査結果等を踏まえた制度再構築の評価 

⑴ 制度再構築が目指したもの 

ア 令和３年度までの制度の課題の解消 

制度再構築の目的は、処遇の維持・向上を図りつつ、令和元年度、令和２年度の調

査の結果明らかになった以下の旧制度の課題を解消することであった。 

① 国制度給付費と市補助金との間で、充当の優先順位がないため、国制度給付費に

優先して市補助金が充当されていた 

② 使途の職種を限定していないため、他職種への充当が可能であった 

③ 国制度給付費と市補助金の両制度をそれぞれ別個に運用しており、国制度の充実

を確実に反映できる制度となっていない 

④ これまで補助金の直接の交付先でない各園における執行状況を確認する仕組み

がなかった 

 イ 令和４年度からの新たな補助制度 

  ・ 本市の人件費補助制度は、従前から、全体として処遇の維持・向上を図るために

行ってきており、給与や職員配置が基準を超える園など、個別園の給与を保障す

ることを目的とはしていない。 

  ・ この前提のもと、国の制度を基礎に、保育士等について全国平均を１００万円以

上上回る単価を設定するなど高い基準を設けたうえで、不足する人件費を補助す

ることで、処遇の維持向上を図りながら、必要な職種に確実に人件費が行き渡る

ような制度とした。 

 ・ また、各園で雇用や処遇の独自性を発揮いただくため、各園の判断で職種間の振

り分けが可能な補助上限額の上乗せや、園の安定運営を可能とするための６．５％

の控除を設けるとともに、人件費支出が超過している園に対しては、将来にわたっ

て安定的な運営ができるよう検討いただくことを前提に、一定期間、不足分の一部

を追加で補助する（持続可能な園運営に向けたサポート）こととしている。 

 ・ 併せて、人件費以外の運営費を支援するための物件費補助金を創設し、各園にお

ける運営のあり方等の検討を支援するため、専門家（社会保険労務士、税理士）に

よる無料の相談体制を確保した。 

 ・ 新たな補助制度開始後も、障害児加配補助金の別制度化や、認定こども園の事務

員の配置充実、アレルギー対応による調理員の加配など、関係団体の声を聞きなが

ら、必要な充実を行ってきた。 

 ⑵ 調査結果等を踏まえた制度再構築の評価 

 ・ 前述のとおり、人件費等補助金の対象職種の人件費収支は概ね均衡（全体の収支差

額が約５億円、園平均約１８４万円）しており、補助金の規模としては適正である。 

 ・ また、以下の点を考慮すると、全体として、制度再構築により、処遇を維持しつ

つ、旧制度の課題解消を図ることができているといえ、各園への直接執行としたこ

とと併せ、制度再構築の目的は達成できている。 

① 総人件費の全体の収支差額が圧縮・改善していること。 

② 職種別に見ても、全職種（保育士等、調理師等、事務員等、園長）の収支差額

が圧縮・改善していること。 
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③ 定期昇給があること等も含め、保育士等、調理師等、事務員等の職員ごとの人

件費の平均・中央値が概ね増加していることから、全体として処遇の維持が図ら

れていること。 
 

・ しかし、全体として評価できる中でも、人件費支出が補助上限を超過している園

（Ｚ園）だけでなく、超過していない園（Ｘ園やＹ園）も含め、約３割の園で、いわ

ゆる給与カットや昇給停止等の給与引下げが行われていることは事実である。 

・ 引下げ理由に関し、各園・団体からは様々な意見・要望があるが、人件費等補助金

の制度上の上限等に関するものについては、前述のとおり、その１つ１つが制度全体

において大きな課題になっているわけではない。 

・ 一方、意見・要望の内容は、積立ての確保や修繕、借入金の返済など、園運営全般

にわたっており、職種別に補助する形としたことにより必要な職種に人件費が行き

渡るようになる一方、修繕や借入金返済等の人件費以外に活用できる裁量が狭まっ

たことにより、人件費を削減せざるを得なかった状況も伺える。 

 ・ なお、給与引下げを行っていない約７割の園についても、積立金の活用や事業費の

削減、整備の先送りなどの運営上の工夫により対応されているが、給与引下げを行

った園と同様の声がある。 
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６ 今後の対応（案） 

  以上のことから、現在の制度の枠組みは維持し、各園に対しては今の制度の枠内で安

定的な運営ができるよう、職員体制や処遇を含め、引き続き検討を求めることを前提に、

人件費支出が補助上限を超過していないＸ園やＹ園などでも給与の引下げが行われた背

景にある、人件費以外に活用できる裁量が狭まったことによる不安を払拭するため、収

入認定額からの控除割合を現在の１．５倍以上となる１０．０％に拡大（６．５％→１

０．０％）し、各園の課題に応じた対応を一層可能とすることで安定的な運営を支援（＋

約３．８億円）する。 

  本対応については、引き下げた給与の補填ではなく、令和４年２月市会の付帯決議も

踏まえ、制度開始から３年後に行うこととしていた見直しを前倒しして実施するもので

あり、年度途中ではあるが、今後、令和５年１１月市会に補正予算を提案し、承認いた

だければ、令和５年度当初に遡って実施する。 

  なお、今回の充実により、あるべき制度の形は整ったと考えており、各園に対しては、

控除拡大分も活用し、次年度以降も持続可能な園運営を実施するよう求めていく。 

  また、調査結果等を踏まえ、以下の対応についても、併せて実施する（⑵アについて

も令和５年１１月市会に補正予算を提案）。 

⑴ 調査結果等を踏まえた対応 

ア 【継続】補助金制度の周知・見える化の徹底 

各園の制度理解が更に進むよう、引き続き丁寧に制度周知を行うとともに、各園が

相談しやすいよう、関係性の構築に努める。 

また、各園が自園の状況に応じた園収入の見通しを随時立てられるよう、園収入に

係る試算シートの運用をはじめとした補助金制度の見える化に引き続き努める。 

イ 【継続】事務の簡素化・効率化 

各園及び本市の負担の軽減を図るとともに、業務継続性を確保するため、これま 

でから実施してきた取組（本市で把握できる情報は入力のうえ各園に送付する、共通

の様式で対応ができるものは統一する、クラウドシステムの活用など）を継続すると

ともに、各園の意見を踏まえながら、関連部署とも連携を図り、更なる事務の簡素化・

効率化に努める。 

併せて、通知等を送付する際には、各園が理解しやすいよう、表現を工夫するなど

により分かりやすい周知に努める。 

⑵ その他の対応 

ア 【新規】休日保育実施施設の負担軽減（＋約０．２億円） 

多様な保護者の就労形態等に対応するため、本市においては、各園の協力のもと

で、休日保育、一時預かり、夜間保育など、様々な特別保育を実施している。 

いずれも一部特定の園で実施いただいており、実施園には国給付費の加算や補助

金等を交付しているが、とりわけ休日保育実施園については、通常閉園している日

曜・休日の保育を担っていただいていることもあり、負担が大きく、運営が厳しい

との声をいただいている。 
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このことを踏まえ、日曜・休日の保育需要に安定的に対応いただくための体制を

本市として一層推進するため、人件費等補助金算定上の収入認定額から、休日保育

加算の収入を全額控除する取扱いとする。 

イ 【継続】定員見直しの更なる柔軟化 

国の給付費については、定員数に基づく区分（１０人ごと）に応じた単価に児童

数を乗じて計算することとなっており、定員数が少ないほど単価は高くなるため、

とりわけ定員割れが生じ、１つ下の単価区分に相当する児童数しか入所していない

場合は、施設収入に与える影響が大きくなる。 

そのため、令和４年度に定員変更ルールを見直し、柔軟な対応を可能としたとこ

ろであるが、想定以上に少子化が進行する中で、前年度一年間の平均児童数を基に

定員変更を認める現行ルールでは実利用人員と定員が乖離する状況があるという意

見もある。こうした意見も踏まえ、待機児童対策に影響が生じないことを念頭に置

きながら、必要な対策を検討する。 

 

 



収支差：4.9億円
支出合計：289.6億円

園数 57園 34園 68園 107園

収入－支出 8.6億円 2.0億円 1.6億円 △7.3億円

Ｘ Y Ｚ

(12.1億円)

人件費等補助金（令和４年度分）の状況（３職種合計）

収入 支出

収入合計：294.5億円

6.5％控除額

人件費等補助金（障害児除く）

総支出 総支出

(19.9億円)

総支出
収入認定額

（6.5％控除後の国給付費等）

総支出
(262.5億円)
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収支差：11億円

支出合計：238.6億円

園数 100園 25園 72園 69園

収入－支出 12.1億円 1.0億円 1.6億円 △3.6億円

Ｘ Y Ｚ

6.5％控除額

人件費等補助金（令和４年度分）の状況（保育士等）

収入合計：249.6億円

支出収入

総支出

総支出
総支出 総支出

(10.5億円)

(9.3億円)
人件費等補助金（障害児除く）

(229.8億円)

収入認定額
（6.5％控除後の国給付費等）
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収支差：△2.3億円
支出合計：36.7億円

園数 41園 38園 39園 148園

収入－支出 1.0億円 0.2億円 0.1億円 △3.5億円

Ｘ Y Ｚ

収入合計：34.4億円

収入認定額
（6.5％控除後の国給付費等）

総支出
(28.3億円)

人件費等補助金（令和４年度分）の状況（調理師等）

収入 支出

6.5％控除額
(1.4億円)

人件費等補助金

総支出 総支出

(4.7億円)

総支出
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収支差：△3.9億円
支出合計：14.4億円

園数 52園 50園 23園 141園

収入－支出 0.5億円 0.0億円 0.0億円 △4.5億円

Ｘ Y Ｚ

(0.2億円)

人件費等補助金（令和４年度分）の状況（事務員等）

収入 支出

収入合計：10.5億円

6.5％控除額

人件費等補助金

総支出 総支出

(5.9億円)

総支出
収入認定額

（6.5％控除後の国給付費等）

総支出
(4.4億円)
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職種別の総人件費収支の状況（詳細） 

 

１ 分析方法 

⑴ 概要 

保育園等においては、園長、保育士等（保育士、保健師、看護師、保育補助、講師等）、

調理師等（調理師、栄養士、調理補助）、事務員等（事務員、用務員、清掃員、運転手）

が働いており、これら４職種の第１号認定子ども分を含めた令和４年度分の人件費に

係る園収入と園支出の総額を分析した。 
 
⑵ 算出方法 

収入：以下の考え方に基づき、職種別収入を算出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出：人件費等補助金の算定によって把握した園の職種別の人件費及び人件費以外

の対象経費の合計 
 

  

○国給付費 

・ 基本分：職種ごとの金額が定められていないため、保育所の国通知において示されている職種ごとの人件

費単価に国基準の必要職員数を乗じて得た額で按分して推計 

・ 加算分：職種が指定されている加算は当該職種に、複数職種への加算の場合は基本分と同様に按分 

・ 処遇改善（国補助金である処遇改善臨時特例交付金を含む）：基本分と同様に按分 

○条例基準部分補助金：保育士等に按分 

○その他市補助：各補助金（人件費等補助金、障害児加配補助金、時間外（延長）保育事業、一時預かり事

業、医療的ケア児保育支援対策費、京都市地域子育て支援事業）の人件費相当額（嘱託医分を

除く））の指定する職種に按分 

別紙２ 
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２ 調査結果 

保育士等（保育士、保健師、看護師、保育補助※、講師等） 

※保育士資格を持たず保育業務を補助する者 
⑴ 概要 

・ 園支出（２５８億３０百万円）＜園収入（２８２億９４百万円）であり、その差額

は約２５億円（超過率９１．３％） 
 ※ 令和３年度調査結果は、園支出（２５９億９９百万円）＜園収入（３０２億７２

百万円）で、差額は約４３億円 
【収支比較表（単位：百万円）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑵ 詳細分析 

（職員１人当たりの平均人件費及び平均給与） 

・ 保育士等（保育補助及び講師を除く）の常勤職員の平均人件費は約５５６万円であ

り、職種別の園収入から想定される１人当たりの単価約５４２万円（※）と同水準。 
 ※ 園収入（２８２億９４百万円）を、人件費等補助金における第２号・３号認定子

どもに係る補助算定職員数及び第１号認定子どもに係る必要職員数の合計（５，２

２３人）で除して得た単価。 
・ また、平均給与（上記の平均人件費から、社会保険料の事業主負担分を除いた額）

は約４７７万円であった。 
（参考）令和４年度全国平均は保育士４４７万円（年間給与額・社会保険料の事業主負

担分を含む。除くと３８４万円）※賃金構造基本統計調査 
 （常勤職員のうち、１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 

・ 最大値は約１，８８８万円、最小値は約２３５万円であり、大きな差があった。 
・ また、中央値は約５３６万円であった。 

⑶ 考察 

・ 常勤職員の給与水準は、園収入の各種制度（国給付費、条例基準部分補助金及びそ

の他市補助金）で想定している水準と同水準。 
・ 収支差額（収入＞支出）は令和３年度（約４３億円）比で約１８億円圧縮・改善し

ているとともに、常勤職員の人件費支出の平均は令和３年度（約５３９万円）比で約

集計対象外： 
職種は特定されて 
いるが、退職者の 
前年度給与などで 
あり、人件費全体の

支出には算入した 
が、詳細分析からは

除外したもの 

 

差額

派遣 747

加算分 2,826

28,294

2,464

4,475

1,480

条例基準

（臨時特例含む）

その他市補助

園支出 園収入

基本分

17,179

25,830

常勤

20,351

非常勤

4,236

2,334

処遇改善
手数料：56

委託：83

集計対象外：
357
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１７万円、中央値も令和３年度（約５３０万円）比で約６万円増加していることから、

定期昇給等を踏まえると、全体として処遇を維持しつつ、旧制度の課題解消を図るこ

とができているといえる。 
＜参考＞ 

   ■職種別・勤務形態別人数                   （単位：人） 

 
 

   ■職員１人当たりの想定単価及び平均人件費          （単位：千円） 

 
 
   ■常勤職員（12 箇月勤務）1人当たり人件費の分布状況 

   
 
  

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 集計対象外

保育士等（保育補助及び講師を除く） 3,642 2,314 302 406 

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

保育士等（保育補助及び講師を除く） 5,418 5,555 1,638 2,365

園支出

母数 最大値 最小値 中央値

保育士等（保育補助及び講師を除く） 3,451人 18,877千円 2,354千円 5,363千円

分布状況
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調理師等（調理師、栄養士、調理補助） 

⑴ 概要 

・ 園支出（３６億４６百万円）＞園収入（３５億５３百万円）であり、その差額は約

１億円（超過率１０２．６％） 

※ 令和３年度調査結果は、園支出（３４億５８百万円）＞園収入（３２億８５百

万円）で、差額は約２億円 
【収支比較表（単位：百万円）】 

 

⑵ 詳細分析 

（職員１人当たりの平均人件費） 

・ 常勤職員の平均人件費は約５１１万円となり、職種別の園収入から想定される１

人当たりの単価約４６５万円（※）を上回る。 
 ※ 園収入（３５億５３百万円）を、人件費等補助金における補助算定職員数（７６

５人）で除して得た単価。 
・ また、平均給与（上記の平均人件費から、社会保険料の事業主負担分を除いた額）

は約４４０万円であった。 
（参考）令和４年度全国平均は調理従事者３６３万円（年間給与額・社会保険料の事

業主負担分を含む。除くと３１２万円）※賃金構造基本統計調査 
 （常勤職員のうち、１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 

・ 最大値は約８７４万円、最小値は約２６９万円であり、大きな差があった。 
・ また、中央値は約４９７万円であった。 

⑶ 考察 

・ 収支差額（収入＜支出）は令和３年度（約２億円）比で約１億円圧縮・改善してい

るとともに、常勤職員の人件費の平均は令和３年度（約４９７万円）比で約１４万円、

中央値も令和３年度（約４９２万円）比で約５万円増加していることから、定期昇給

等を踏まえると、全体として処遇を維持しつつ、旧制度の課題解消を図ることができ

ているといえる。 

 

 

差額

非常勤 442 市補助 93

471

585

加算分 290

 処遇改善（臨時特例含む）

2,207

基本分

3,646

3,553

常勤

2,802

園支出 園収入

派遣：51
委託：264
手数料：6
集計対象外：81
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＜参考＞ 

■職種別・勤務形態別人数                   （単位：人） 

 

■職員 1人当たりの想定単価及び平均人件費           （単位：千円） 

  

■常勤職員（12 箇月勤務）1人当たり人件費の分布状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 集計対象外

調理師等 548 379 31 72 

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

調理師等 4,645 5,114 1,167 1,620

園支出

母数 最大値 最小値 中央値

調理師等 520人 8,736千円 2,692千円 4,969千円

分布状況
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事務員等（事務員、用務員、清掃員、運転手） 

⑴ 概要 

・ 園支出（１４億５５百万円）＞園収入（１０億９６百万円）であり、その差額は約

４億円（超過率１３２．８％） 
※ 令和３年度調査結果は、園支出（１２億８６百万円）＞園収入（６億２１百万円）

で、差額は約７億円 
【収支比較表（単位：百万円）】 

 
⑵ 詳細分析 

（職員１人当たりの平均人件費） 

・ 常勤職員の平均人件費は約５３３万円となり、職種別の園収入から想定される１

人当たりの単価約３８８万円（※）を大きく上回る。 
 ※ 園収入（１０億９６百万円）を、人件費等補助金における補助算定職員数（２８

３人）で除して得た単価。 
（常勤職員のうち、１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 
・ 最大値は約１，１９２万円、最小値は約２３５万円であり、大きな差があった。 
・ また、中央値は約５２４万円であった。 

⑶ 考察 

・ 収支差額（収入＜支出）は令和３年度（約７億円）比で約３億円圧縮・改善して

いるとともに、常勤職員の人件費の平均は令和３年度（約５３５万円）比で約２万

円減少しているものの、中央値は令和３年度（約５２１万円）比で約３万円増加し

ていることから、定期昇給等を踏まえると、全体として処遇を維持しつつ、旧制度

の課題解消を図ることができているといえる。 

 

 

 

 

差額

359

1,455

園支出

656

常勤

非常勤

388

市補助

1,096

257

基本分

園収入

590

182

67

加算分

 処遇改善（臨時特例含む）

派遣：14

委託：314

集計対象外：83
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＜参考＞ 

■職種別・勤務形態別人数                   （単位：人） 

 

■職員 1人当たりの想定単価及び平均人件費          （単位：千円） 

 

■常勤職員（12 箇月勤務）1人当たり人件費の分布状況 

 
  

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 集計対象外

事務員等 123 328 14 24 

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

事務員等 3,879 5,333 1,184 1,005

園支出

母数 最大値 最小値 中央値

事務員等 117人 11,921千円 2,345千円 5,238千円

分布状況
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園長 

⑴ 概要 

・ 園支出（２４億１７百万円）＞園収入（１９億１０百万円）であり、その差額は約

５億円（超過率１２６．５％） 
※ 令和３年度調査結果は、園支出（２４億４８百万円）＞園収入（１７億６２百万

円）で、差額は約７億円 
【収支比較表（単位：百万円）】 

  
⑵ 詳細分析 

（職員１人当たりの平均人件費） 

・ 常勤職員の平均人件費は約９０９万円となり、職種別の園収入から想定される１

人当たりの単価約７１８万円（※）を大きく上回る。 
※ 園収入（１９億１０百万円）を、国給付費における想定数（２６６人）で除して得

た単価。 
 （常勤職員のうち、１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 

・ 最大約１，７６５万円、最小約２７９万円と園によって大きな差がある。 
・ また、中央値は約９０９万円であった。 

⑶ 考察 

・ 収支差額（収入＜支出）は令和３年度（約７億円）よりも約２億円圧縮・改善し

ていることから、全体として旧制度の課題解消が一定進んでいるといえる。 

 

 

 

 

 

差額

507

園支出 園収入

2,417

常勤

2,401

1,910

基本分

処遇改善

(臨時特例含む）

332

1,578

非常勤：7

集計対象外：

9
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＜参考＞ 

 ■職種別・勤務形態別人数                   （単位：人） 

 

 ■職員 1人当たりの想定単価及び平均人件費          （単位：千円） 

     

■常勤職員（12 箇月勤務）1人当たり人件費の分布状況 

     

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 集計対象外

園長 264 1 - 5 

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

園長 7,180 9,094 7,019 0

園支出

母数 最大値 最小値 中央値

園長 259人 17,654千円 2,794千円 9,089千円

分布状況
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園運営の実態に係る調査結果 

 
 
１ 調査内容 

各園に対し、令和４年度分（実績）及び令和５年度分（予定）の職員給与（※１）の

見直し（※２）有無等に係る調査を実施（主な調査期間：令和５年６月～７月） 

※１ 職員は雇用職員に限る（派遣職員や業務委託は除く）。給与は、「本給」、「賞与

（一時金、寸志含む）」、「各種手当（通勤手当等）」を指す。 

  ※２ 見直しは、「引上げ」と「引下げ」の両方を含む。 

 

２ 回答数 

２２１園／２６７園（約８３％） 

※ 令和４年度の民間保育園等（認定こども園のうち幼稚園型を除く。）２６８園のう

ち、同年度中に廃園した１園を除く２６７園が調査対象。 

 

３ 調査結果 

⑴ 令和４年度分の状況（実績） 

ア 見直し状況（母数：回答のあった全２２１園） 

２２１園中、約３分の２に当たる１３６園（約６２％）では「給与見直しは実施

なし」、「引下げのみ」を実施した園は６６園（約３０％）、「引上げのみ」は４園（約

２％）、「引上げと引下げの両方」は１４園（約６％）、「（見直したが、方向性は）未

回答」１園。 

→ ８５園（約３８％）で何らかの見直しが行われた。 

 
 

イ 見直した職種（母数：何らかの見直しをした８５園） 

「園長」は８５園中７９園（約９３％）、「保育士等」は８１園（約９５％）、「調理

師等」は７５園（約８８％）、「事務員等」は５１園（約６０％）、「その他職種（理

事長等）」は９園（約１１％）。 

 

（単位：園）

引下げのみ 引上げのみ 両方 未回答

267 221 136(61.5%) 85(38.5%) 66(29.9%) 4(1.8%) 14(6.3%) 1(0.5%)

施設数 回答数

令和４年度分の給与見直しを

①
実施しなかった

②
実施した

方向性

（単位：園）

267 85 79(92.9%) 81(95.3%) 75(88.2%) 51(60.0%) 9(10.6%)

施設数
令和４年度
分の給与見
直しを実施

見直し対象の職種

園長 保育士等 調理師等 事務員等 その他職員

別紙３ 
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また、同時に何職種を見直したかは、１職種のみは３園（約４％）、２職種は２

園（約２％）、３職種は３３園（約３９％）、４職種は４１園（約４８％）、５職種

は５園（約６％）、未回答は１園。 

 

 

ウ 「引下げのみ」を実施した園のＸＹＺ判定（母数：「引下げのみ」の６６園） 

 ６６園中、３職種全体のＸＹＺ分布は、Ｘ園が８園（約１２％）、Ｙ園が２１園

（約３２％）、Ｚ園が３７園（約５６％）。 

 職種別では、保育士等はＸ園が１２園（約１８％）、Ｙ園が３２園（約４９％）、

Ｚ園が２２園（約３３％）。調理師等はＸ園が６園（約９％）、Ｙ園が２６園（約３

９％）、Ｚ園が３４園（約５２％）。事務員等はＸ園が１０園（約１５％）、Ｙ園が

１７園（約２６％）、Ｚ園が３９園（約５９％）。 

 
 

エ 「引下げのみ」を実施した一番の理由（母数：「引下げのみ」の６６園） 

６６園中、２４園（約３６％）が「ＸＹＺ判定」、「人件費等補助金の補助制度」

が１４園（約２１％）、「その他人件費等補助金に係る理由」が１２園（約１８％）、

「人件費等補助金以外の理由」が５園（約８％）、「未回答」１１園（約１７％）。 

 

 

 

 

 

（単位：園）

267 85 3(3.5%) 2(2.4%) 33(38.8%) 41(48.2%) 5(5.9%) 1(1.2%)

施設数
令和４年度
分の給与見
直しを実施

見直し対象は何職種か

１職種 ２職種 ３職種 ４職種 未回答５職種

（単位：園）

３職種 8 ( 12.1% ) 21 ( 31.8% ) 37 ( 56.1% )

保育士等 12 ( 18.2% ) 32 ( 48.5% ) 22 ( 33.3% )

調理師等 6 ( 9.1% ) 26 ( 39.4% ) 34 ( 51.5% )

267 66 事務員等 10 ( 15.1% ) 17 ( 25.8% ) 39 ( 59.1% )

施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

（単位：園）

ＸＹＺ判定 補助制度 その他理由

267 66 24(36.3%) 14(21.2%) 12(18.2%) 5(7.6%) 11(16.7%)

「引下げのみ」の理由

人件費等補助金に由来する理由 人件費等補助金
以外の理由

未回答
施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施
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また、「ＸＹＺ判定」を一番の理由とした２４園のうち、令和４年度分のＸＹＺ

分布としては、３職種でＸ園が３園（約１２％）、Ｙ園が４園（約１７％）、Ｚ園が

１７園（約７１％）。 

 
 

オ 「引下げのみ」を実施した園における引下げ対象の職種（母数：「引下げのみ」の

６６園） 

「園長」を引き下げた園は６６園中６３園（約９５％）、「保育士等」は６３園（約

９５％）、「調理師等」は６０園（約９１％）、「事務員等」は３７園（約５６％）、

「その他職種（理事長等）」は８園（約１２％）。 

 

また、同時に何職種を引き下げたかは、１職種のみは３園（約５％）、２職種は２

園（約３％）、３職種は２４園（約３６％）、４職種は３３園（約５０％）、５職種

は４園（約６％）。 

 

カ 「引下げのみ」を実施した園における引下げ対象の勤務形態（母数：「引下げの

み」の６６園） 

「常勤職員」は６６園中６５園（約９８％）、「非常勤職員」は２９園（約４４％）。 

 

（単位：園）

３職種 3 ( 12.5% ) 4 ( 16.7% ) 17 ( 70.8% )

保育士等 5 ( 20.9% ) 8 ( 33.3% ) 11 ( 45.8% )

調理師等 4 ( 16.7% ) 6 ( 25.0% ) 14 ( 58.3% )

267 24 事務員等 6 ( 25.0% ) 4 ( 16.7% ) 14 ( 58.3% )

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

施設数

ＸＹＺ判定を
一番の理由に
令和４年度分
の給与を「引
下げのみ」実

施

（単位：園）

267 66 63(95.4%) 63(95.4%) 60(90.9%) 37(56.1%) 8(12.1%)

施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施

引下げ対象の職種

園長 保育士等 調理師等 事務員等 その他職員

（単位：園）

267 66 3(4.5%) 2(3.0%) 24(36.4%) 33(50.0%) 4(6.1%)

施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施

引下げ対象は何職種か

１職種 ２職種 ３職種 ４職種 ５職種

（単位：園）

267 66 65(98.4%) 29(43.9%)

施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施

引下げ対象の勤務形態

常勤 非常勤
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キ 「引下げのみ」を実施した園における引下げ内容（母数：「引下げのみ」の 66 園） 

引き下げた給与について、「賞与」が６６園中５７園（約８６％）で、「本給」が

２６園（約３９％）、「各種手当」が８園（約１２％）。 

 
「賞与」の引下げ内容について、５７園中２９園（約５１％）が「支給月数の減」、

「支給率の減」と「その他支給額の減」で各２１園（約３７％）であった。 

 

 「本給」の引下げ内容について、「昇給停止」が２６園中１３園（５０％）、「昇

給幅の見直し」が１０園（約３８％）であった。 

 なお、「本給の引下げ（給与表を見直し）」を行った４園について、３園は園長の

みが対象（ うち１園は人件費等補助金とは関係のない理由）、１園は園長及び事務

員（ 副園長）が対象であった。 

     
ク 「引下げのみ」の園における給与以外の見直し状況（母数：「引下げのみ」の６６園） 

給与以外の資金面の見直しを実施した園が６６園中２４園（約３６％）、実施し

ていない園が４２園（約６４％）。 

主な実施内容は、「常勤職員から非常勤職員への切り替え」が２４園中７園（約

１１％）、「退職職員等の職員補充の見送り」が６園（約９％）、「備品購入の見送り」

が３園（約４％）。 

 

（単位：園）

267 66 26(39.4%) 57(86.4%) 8(12.1%)

施設数

令和４年度
分の給与を
「引下げの
み」実施

引下げ対象の給与

本給 賞与 各種手当

（単位：園）

267 57 29(50.9%) 21(36.8%) 21(36.8%) 2(3.5%)

施設数

令和４年度

分の賞与を
「引下げの

み」実施

賞与の引下げ内容

支給月数の減 支給率の減 未回答
その他支給額

の減

（単位：園）

267 26 13(50.0%) 10(38.4%) 4(15.4%) 5(19.3%)

施設数

令和４年度

分の本給を
「引下げの
み」実施

本給の引下げ内容

昇給停止 昇給幅の見直し その他引下げ
本給の引下げ

（給与表見直し）

（単位：園）

勤務形態の切替え 職員補充の見送り 備品購入の見送り その他

267 66 42(63.6%) 24(36.4%) 7(10.7%) 6(9.1%) 3(4.4%) 8(12.2%)

施設数

令和４年度

分の給与を
「引下げの

み」実施

給与以外の令和４年度分の見直しを

①
実施しなかった

②
実施した

実施内容
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⑵ 令和５年度分の状況（予定含む） 

ア 見直し予定の状況（母数：回答のあった全２２１園） 

「引下げのみ」を実施予定の園は２２１園中６５園（約２９％）、「引上げのみ」

は１２園（約５％）、「引上げと引下げの両方」は１７園（約８％）、「（見直すが、

方向性は）未回答」４園（約２％）、半数以上の１２３園（約５６％）では「給与見

直しは実施しない・実施は未定」。 

→ 少なくとも９８園（約４４％）で何らかの見直しが実施される予定。 

 

イ 見直し予定の職種（母数：何らかの見直しを実施予定の９８園） 

「園長」は９８園中８２園（約８４％）、「保育士等」は９５園（約９７％）、「調

理師等」は８７園（約８９％）、「事務員等」は４３園（約４４％）、「その他職種（理

事長等）」は８園（約８％）。 

 
また、同時に何職種を見直し予定かは、１職種のみは５園（約５％）、２職種は１

３園（約１３％）、３職種は２０園（約２０％）、４職種は５５園（約５６％）、５

職種は５園（約５％）。 

 
ウ 引下げ予定の理由（母数：「引下げのみ」を実施予定の６５園） 

「ＸＹＺ判定」が６５園中３５園（約５４％）、「人件費等補助金の補助制度」が

１１園（約１７％）、「その他人件費等補助金に係る理由」が５園（約８％）、「人件

費等補助金以外の理由」が５園（約８％）、「未回答」９園（約１４％）。 

 

（単位：園）

引下げのみ 引上げのみ 両方 未回答

267 221 123(55.7%) 98(44.3%) 65(29.4%) 12(5.4%) 17(7.7%) 4(1.8%)

施設数 回答数

令和５年度分の給与見直しを

①
実施しない
実施は未定

②
実施予定

方向性

（単位：園）

267 98 82(83.7%) 95(96.9%) 87(88.8%) 43(43.9%) 8(8.2%)

施設数

令和５年度
分の給与見
直しを実施

予定

見直し対象の職種（予定）

園長 保育士等 調理師等 事務員等 その他職員

（単位：園）

267 98 5(5.1%) 13(13.3%) 20(20.4%) 55(56.1%) 5(5.1%)

施設数

令和５年度
分の給与見
直しを実施

予定

見直し対象は何職種か（予定）

１職種 ２職種 ３職種 ４職種 ５職種

（単位：園）

ＸＹＺ判定 補助制度 その他理由

267 65 35(53.9%) 11(16.9%) 5(7.7%) 5(7.7%) 9(13.8%)

施設数

令和５年度分
の給与を「引
下げのみ」実

施予定

「引下げのみ」（予定）の理由

人件費等補助金に由来する理由 人件費等補助金
以外の理由

未回答
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⑶ ２箇年分（令和４年度分と令和５年度分）の状況 

ア 見直しの状況（母数：回答のあった全２２１園） 

２箇年分の一方又は両方について「引下げのみ」を実施（予定含む）の園は２２

１園中１０２園（約４６％）、「引上げのみ」は１３園（約６％）、「引上げと引下げ

の両方」は２９園（約１３％）、「（見直すが、方向性は）未回答」２園（約１％）、

「給与見直しは実施しない・見直しは未定」は７５園（約３４％）。 

→ ３分の２に当たる１４６園（約６６％）で何らかの見直しが行われる予定。 

 

また、各回答と令和４年度分の３職種のＸＹＺ分布については、「引下げのみ」

では、Ｘ園は１１園（約１１％）Ｙ園は４２園（約４１％）Ｚ園は４９園（約４８％）。 

同じく「引上げのみ」では、Ｘ園は２園（約１５％）Ｙ園は８園（約６２％）Ｚ

園は３園（約２３％）。 

「引上げと引下げの両方」では、Ｘ園は７園（約２４％）Ｙ園は５園（約１７％）

Ｚ園は１７園（約５９％）。 

「給与見直しは実施しない・実施は未定」では、Ｘ園は２７園（約３６％）Ｙ園

は２４園（約３２％）Ｚ園は２４園（約３２％）。 

 

（単位：園）

引下げのみ 引上げのみ 両方 未回答

267 221 75(33.9%) 146(66.1%) 102(46.2%) 13(5.9%) 29(13.1%) 2(0.9%)

施設数 回答数

令和４年度分又は令和５年度分の給与見直しを

①
実施しない
実施は未定

②
実施予定

方向性

（単位：園）

３職種 27 ( 36.0% ) 24 ( 32.0% ) 24 ( 32.0% )

保育士等 37 ( 49.3% ) 20 ( 26.7% ) 18 ( 24.0% )

調理師等 19 ( 25.3% ) 27 ( 36.0% ) 29 ( 38.7% )

267 75 事務員等 22 ( 29.3% ) 17 ( 22.7% ) 36 ( 48.0% )

３職種 11 ( 10.8% ) 42 ( 41.2% ) 49 ( 48.0% )

保育士等 25 ( 24.5% ) 46 ( 45.1% ) 31 ( 30.4% )

調理師等 5 ( 4.9% ) 35 ( 34.3% ) 62 ( 60.8% )

102 事務員等 16 ( 15.7% ) 33 ( 32.3% ) 53 ( 52.0% )

３職種 2 ( 15.4% ) 8 ( 61.5% ) 3 ( 23.1% )

保育士等 7 ( 53.8% ) 4 ( 30.8% ) 2 ( 15.4% )

調理師等 2 ( 15.4% ) 4 ( 30.8% ) 7 ( 53.8% )

13 事務員等 4 ( 30.8% ) 3 ( 23.1% ) 6 ( 46.1% )

３職種 7 ( 24.1% ) 5 ( 17.2% ) 17 ( 58.6% )

保育士等 9 ( 31.0% ) 12 ( 41.4% ) 8 ( 27.6% )

調理師等 3 ( 10.3% ) 6 ( 20.7% ) 20 ( 69.0% )

29 事務員等 6 ( 20.7% ) 8 ( 27.6% ) 15 ( 51.7% )

②実施予定
両方

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

②実施予定
引上げのみ

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

②実施予定
引下げのみ

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

施設数
①

実施しない
実施は未定

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園
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イ ２箇年連続で「引下げのみ」の状況（母数：令和４年度で「引下げのみ」の 66 園） 

令和４年度分で「引下げのみ」の６６園のうち、令和５年度分も「引下げのみ」

を実施予定は１８園（６６園中は２７％で、回答数２２１園中の約８％）。 

 

 

ウ 給与見直しの概算影響額（母数：何らかの見直しを実施予定の園のうち、概算影

響額について回答のあった園） 

 引上げ・引下げを全て合算した場合の給与見直しの概算影響額は、令和４年度

分では全体で約▲１．７億円、３職種（保育士等、調理師等、事務員等）で約▲

１．４億円（回答数６６園）、令和５年度分の予定では全体で約▲１．０億円、３

職種で約▲０．７億円であり（回答数７７園）、２年度を合算すると、全体で約▲

２．７億円、３職種で約▲２．１億円（回答数１１９園）であった。 

 また、「引下げ」のみの概算影響額は、令和４年度分では全体で約▲２．１億円、

３職種で約▲１．７億円（回答数６０園）、令和５年度分の予定では全体で約▲１．

３億円、３職種で約▲１．１億円であり（回答数６５園）、２年度を合算すると、

全体では約▲３．４億円、３職種で約▲２．８億円（回答数１０５園）であった。 

 令和４年度分 令和５年度分（予定） 合計 

引上げ・引下げ合計 ▲１．７３億円 ▲０．９７億円 ▲２．７０億円 

 ３職種のみ ▲１．４０億円 ▲０．７３億円 ▲２．１３億円 

引下げのみ ▲２．０６億円 ▲１．３３億円 ▲３．３９億円 

 ３職種のみ ▲１．７１億円 ▲１．０６億円 ▲２．７７億円 

 

（単位：園）

引下げのみ 引上げのみ 両方 未回答

267 66 37(56.1%) 29(43.9%) 18(27.3%) 1(1.5%) 7(10.6%) 3(4.5%)

施設数

令和４年度
分の本給を
「引下げの
み」実施

令和５年度分の給与見直しを

①
実施しない
実施は未定

②
実施予定

方向性


